
（平成２３年９月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 12 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 16 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 11 件

年金記録確認福島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



福島国民年金 事案 753 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年７月から同年９月までの期間及び

49 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月から 47年３月まで 

② 昭和 48年７月から同年９月まで 

③ 昭和 49年１月から同年３月まで 

申立期間①については、昭和 42 年に会社を辞めた際、当時、家計を管理

していた祖母が私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付し

ていたものと思う。 

申立期間②及び③については、前後の国民年金保険料が納付された記録

となっているのに、３か月ごとに２か所の未納記録があることに納得でき

ない。 

申立期間について、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②及び③については、申立期間はそれぞれ３か月と短期間である

上、申立人は、その前後の期間の国民年金保険料を納付しており、前後の期

間を通して申立人の生活状況に大きな変化はうかがえないことを踏まえると、

申立人は、当該期間の国民年金保険料を納付していたと考えるのが自然であ

る。 

一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人

と連続して国民年金手帳記号番号を払い出されている任意加入者の資格取得

日から、昭和 47 年９月頃に払い出されたものと推認でき、この時点で、申立

期間①の一部の国民年金保険料は時効により納付することはできない上、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 



また、申立人は、申立期間①に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険

料の納付に関与しておらず、申立人に代わって加入手続及び国民年金保険料

の納付を行っていたとする申立人の祖母は既に亡くなっていることから、当

時の具体的な状況を確認することができない。 

さらに、申立人が、申立期間①について国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の国

民年金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年７月から同年９月までの期間及び 49 年１月から同年３月までの期

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



福島厚生年金 事案 1233 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年９月１日から同年 10 月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年 10 月

１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を９万 2,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56年９月１日から 57年２月１日まで 

② 昭和 57年３月 28日から同年４月１日まで 

③ 昭和 57年６月１日から 58年２月 13日まで 

④ 昭和 58年９月１日から同年 10月１日まで 

申立期間①及び②については、私は、Ｂ社に、昭和 56 年９月１日から

57年３月末まで勤務していた。 

申立期間③については、私は、Ｃ社Ｄ支店に、昭和 57 年６月１日から

58年２月 12日まで勤務していた。 

申立期間④については、Ａ社に、昭和 58 年６月 13 日から同年９月末ま

で勤務しており、私が所持している同年６月から同年９月までの給料明細

によれば、毎月厚生年金保険料が控除されていたことが確認できるにもか

かわらず、同年９月の厚生年金保険被保険者記録が無い。 

申立期間①から④までについて、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④については、申立人から提出された昭和 58 年９月の給料明細及

び「昭和 58 年分給与所得の源泉徴収票」により、申立人は、Ａ社に勤務し、

申立期間④に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ



とが認められる。 

また、申立期間④の標準報酬月額については、前述の給料明細の厚生年金

保険料控除額から、９万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、元事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①及び②については、申立人に係る雇用保険の加入記録に

より、申立人は、昭和 56年 10月 13日から 57年３月 31日までの期間におい

て、Ｂ社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ｂ社の元事業主及び複数の同僚に照会しても、申立人の申

立期間①及び②に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び回答を得ることはできなかった。 

また、Ｂ社が加入していた健康保険組合における申立人の加入記録は、厚

生年金保険被保険者記録と一致していることが確認できる。 

申立期間③については、申立人に係る雇用保険の加入記録により、申立人

は、昭和 57年６月１日から 58年２月 12日までの期間において、Ｃ社Ｄ支店

に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ｃ社の承継事業所であるＥ社では、「当社が保管している

厚生年金基金（現在は、企業年金連合会）の加入者リストには、申立人の氏

名は無く、健康保険組合に問い合わせても、申立人の加入記録は確認できな

かった。社会保険事務所、同基金及び同健康保険組合に提出する資格得喪に

係る届出用紙は、複写式であったことから、申立人については、厚生年金保

険に加入させていなかったと思われる。」としている。 

また、Ｃ社Ｄ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立

期間③に被保険者資格を取得したことが確認できる複数の同僚に照会しても、

申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び回答を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間①から③までに係る厚生年金保険料の控除を

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から③までに係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



福島厚生年金 事案 1234 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

申立期間の標準賞与額に係る記録を 40万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月１日 

② 平成 17年 12月２日 

③ 平成 18年７月７日 

④ 平成 19年７月６日 

私の厚生年金保険被保険者記録のうち、Ａ社で支給された申立期間の賞

与の記録が欠落している。 

賞与明細書等を所持しているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立期間の賞与に係る賃金台帳及び申立人が所持する

賞与明細書等により、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、前述の賃金台帳において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、40万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。



福島厚生年金 事案 1235 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格喪失日

に係る記録を昭和 38 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年２月１日から同年４月１日まで 

私は、昭和 37年５月１日から平成 12年３月 31日までＡ社に継続して勤

務していたが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いことに納得で

きない。申立期間当時は「Ｃ災害」の時期で、同社Ｂ出張所に所属しなが

らＤ市の現場に勤務していた。昭和 38 年４月に同社Ｅ部に転勤したはずな

ので、申立期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された人事個人票及び申立人に係る雇用保険の加入記録によ

り、申立人は、申立てに係る事業所に継続して勤務し（Ａ社Ｂ出張所から同

社Ｅ部に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

なお、異動日について、申立期間に申立人と同じ現場に勤務していた同僚

が、「申立人は、昭和 38 年４月頃に、Ｆ市にあったＡ社Ｅ部に異動した。」

と述べていることなどから、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格喪失日を、

同社Ｅ部における資格取得日と同日の昭和 38 年４月１日とすることが妥当で

ある。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ出張所におけ

る昭和 38 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000 円とする

ことが妥当である。 



なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を「行っ

ていないと考えられる。」、申立期間に係る厚生年金保険料も「納付してい

ないと考えられる。」としていることから、事業主は、社会保険事務所の記

録どおりの届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 38 年２月及び同年３月の厚生年金保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



福島厚生年金 事案 1236 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 33年 10月 25日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 12,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月 25日から 34年３月 28日まで 

厚生年金保険の加入記録によれば、Ｃ社において昭和 33年 10月 25日に

被保険者資格を喪失後、グループ会社のＡ社において 34 年３月 28 日に被

保険者資格を取得しており、申立期間が未加入期間となっている。私は、

33 年３月 10 日から 47 年６月 20 日まで継続して勤務していたので、申立

期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の一部に係る申立人の雇用保険の加入記録及び複数の同僚の記憶

により、申立人は、申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ｃ社から

Ａ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、異動日について、申立人及び複数の同僚は、「転勤時期は、昭和 33

年９月頃であった。」と述べており、申立人は、申立期間において、Ａ社に

勤務していたと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日を、

Ｃ社における資格喪失日と同日の昭和 33年 10月 25日とすることが妥当であ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 34

年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、12,000 円とすることが妥当で

ある。 



なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



福島厚生年金 事案 1237 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立期間の標準報酬月額に係る記録を、平成 10年 10月から 11 年９月までは

16 万円、13 年５月から同年８月までは 18 万円、同年９月は 17 万円、14 年

６月から同年８月までは 16 万円、15 年４月から同年８月までは 16 万円に訂

正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 10年 10月１日から 11年 10月１日まで 

② 平成 13年５月１日から同年 10月１日まで 

③ 平成 14年６月１日から同年９月１日まで 

④ 平成 15年４月１日から同年９月１日まで 

私が所持する平成９年１月から 16 年 12 月までの給与支給明細書のうち、

申立期間①から④までについて、給与から控除されている厚生年金保険料

額に見合う標準報酬月額がオンライン記録上の標準報酬月額と異なってい

るので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがっ

て、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された給与支給明細



書において確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額から、平成 10 年

10 月から 11 年９月までは 16 万円、13 年５月から同年８月までは 18 万円、

同年９月は 17万円、14年６月から同年８月までは 16万円、15年４月から同

年８月までは 16万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、元事業主は不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



福島厚生年金 事案 1240 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 47 年６月１日、資格喪失日に係る記録を同年８月

21 日とし、申立期間の標準報酬月額を４万 5,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年６月１日から同年８月 21日まで 

私は、昭和 42 年４月にＣ社に入社し、Ｄ業務に従事していた。47 年６

月１日にほかの従業員と共に同社の関連会社であるＡ社に異動し、申立期

間も継続して勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険被保険者記録が

無い。 

申立期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及び複数の同僚の記憶により、申立人は、

申立期間において、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人が、

自らと共にＣ社からＡ社に異動したとする従業員は、昭和 47 年６月１日にＡ

社において厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、申立人は、Ｃ社において昭和 47 年６月１日に被保険者資格を喪失

し、同年８月 21 日に再度被保険者資格を取得しているところ、申立期間当時、

Ａ社において被保険者であった同僚は、「Ｃ社の関連会社であるＡ社の従業

員が退職したため、申立人は、臨時的にＣ社からＡ社に異動して勤務するこ

ととなった。」と述べており、同年６月 30 日に退職した当該従業員の一人は、

「申立期間は、仕事の引継時期だった。申立人が申立期間に雇用保険に加入

しているのであれば、厚生年金保険の加入手続も一緒に行っていたと思



う。」と述べている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＣ社における昭和 47

年５月及び同年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 5,000 円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、厚生年金保険料を納付したか否か不明としているが、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その

後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの

機会においても社会保険事務所が当該届出を記録していない。これは通常の

事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所に被保険者

資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 47 年６月及び同年７月の厚生年金保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



福島厚生年金 事案 1241 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年６月 30 日から同年 10 月 21 日まで

の期間について、Ａ社において厚生年金保険被保険者であったと認められる

ことから、当該期間に係る資格喪失日に係る記録を同年 10 月 21 日に訂正す

ることが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、18 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年６月 30日から 56年 10月頃まで 

私は、申立期間にはＡ社Ｂ営業所に継続して勤務し、昭和 56 年 10 月頃

に退職した。申立期間には給与から厚生年金保険料を控除され、健康保険

被保険者証も使用していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金保険に未

加入となっているのは納得できないので、申立期間について、被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、申立人の同社における資格喪

失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 54 年 11 月

26 日）の後の昭和 54 年 12 月 27 日付けで、同年 10 月 23 日と記録され、そ

の後、処理日は不明であるものの、当該資格喪失日が同年６月 30 日に訂正さ

れていることが確認できる。 

また、当該被保険名簿によれば、同僚 69 人についても、申立人と同様、資

格喪失日の訂正処理が行われていることが確認できる。 

一方、申立人が記憶する上司は、「Ａ社Ｂ営業所は、昭和 54年 10 月 20日

に営業を止めており、同日付けで離職票を作成した。」と述べているところ、

申立人及び申立人がＡ社Ｂ営業所に勤務していたと記憶している同僚４人に

係る雇用保険の加入記録によれば、これら５人の同社における離職日は、昭

和 54年 10月 20日とされている。 



また、複数の同僚は、「Ａ社Ｂ営業所の倒産後に離職票をもらった。会社

から言われて、倒産後の昭和 54 年 10 月 21 日に国民年金に加入し、国民年金

保険料も納付した。」と述べており、オンライン記録によれば、当該同僚等

は、昭和 54 年 10 月 21 日に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付してい

ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人

の資格喪失日の訂正処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立人のＡ社に

おける資格喪失日を、申立人の同社Ｂ営業所における離職日の翌日である同

年 10月 21日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 54

年５月の社会保険事務所の記録から、18万円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 54年 10月 21 日から 56年 10月頃までの期間

については、雇用保険の加入記録は無く、申立人が、当該期間においてＡ社

Ｂ営業所に継続して勤務していたことは確認できない。 

また、申立人及び前述の同僚の離職日は、前述の上司が述べているＡ社Ｂ

営業所が営業を止めたとする日と符合している上、同社に係る事業所別被保

険者名簿によれば、同社は、昭和 54年 11 月 26日に適用事業所でなくなって

いることが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1242 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年３月８日から 54 年５月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 53 年３月

８日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53年１月１日から 54年５月１日まで 

私は、昭和 53 年１月１日にＡ社に入社したにもかかわらず、申立期間の

厚生年金保険被保険者記録が無い。 

申立期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 53 年３月８日から 54 年５月１日までの期間につい

ては、申立人に係る雇用保険の加入記録及び同僚の記憶により、申立人は、

Ａ社に勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社は昭和 60 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるものの、元事業主は、「正社員については、約１か月間の試用期間を設

けていたものの、試用期間経過後に全員を厚生年金保険に加入させていた。

雇用保険と厚生年金保険の加入手続は、同時に行っていた。」と述べており、

申立人が記憶している財務担当の上司も、「当時、１か月間から２か月間の

試用期間があった。」と述べている。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人と前後して雇用保険被保険者資

格を取得した複数の同僚の厚生年金保険被保険者資格取得日は、雇用保険被

保険者資格取得日と一致していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料



を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同種の業務に従事し

ていた同僚のＡ社における当該期間の社会保険事務所（当時）の記録から、

13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、前述の元事業主は、申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出

を行い、厚生年金保険料を納付したと主張するが、仮に、事業主から申立人

に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者標準

報酬月額算定基礎届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会に

おいても社会保険事務所が当該届出を記録していない。これは通常の事務処

理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所に被保険者資格の

取得等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る昭和 53 年３月から 54 年４月までの期間の厚生年金保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 53 年１月１日から同年３月７日までの期間に

ついては、申立人に係る雇用保険の加入記録は無い上、前述の元事業主及び

財務担当の上司は、試用期間があった旨を述べていることから、当該期間に

ついて、申立人は、厚生年金保険被保険者資格を取得していなかったと推認

できる。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 58年 11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 17 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年３月１日から同年 11月１日まで 

昭和 36 年 10 月にＢ社に入社し、直後に同社からＣ社Ｄ工場（現在は、

Ｅ社Ｄ製作所）に派遣された。その後、派遣元の会社は、Ａ社及びＦ社と

社名変更したものの、60 年３月に退職するまで、Ｃ社Ｄ工場に継続して勤

務していた。 

調査の上、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚が、「Ａ社は、昭和 58 年 10 月頃に会社のＧ部門をＦ社に営業

譲渡した。」と述べているところ、オンライン記録によれば、申立人は、Ａ

社において昭和 58 年３月１日に被保険者資格を喪失後、Ｆ社において同年

11月１日に被保険者資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が無い。 

しかしながら、複数の同僚は、「申立人がＦ社を退職したのは昭和 60 年３

月であり、それより前に会社を辞めたという記憶は無い。」と述べているこ

とから、申立人は、申立期間において、Ａ社に継続して在籍していたと認め

られる。 

また、前述の複数の同僚は、「申立期間及び申立期間の前後において申立



人の業務内容及び勤務形態に変更は無かった。申立人は、Ｈ氏と一緒にＡ社

及びＦ社から派遣されてＣ社Ｄ工場に勤務していた。」と述べているところ、

同僚のＨ氏については、申立期間に係る被保険者記録は、Ａ社において継続

している。 

さらに、別の複数の同僚は、「申立期間以前からＡ社に勤務又は在籍して

いた者は、全員が同社及びＦ社において厚生年金保険に加入していたはずで

ある。」と述べているところ、これらに該当すると推認できる同僚 43 人全員

（申立人を除く。）が、昭和 58 年 11 月１日にＡ社において被保険者資格を

喪失し、同日にＦ社において被保険者資格を取得しており、申立期間に係る

被保険者記録は、Ａ社において継続している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 58

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、17 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社のＧ部門を営業譲渡されたとするＦ社は平成 22 年 11 月１日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっている上、Ａ社における申立期間当時の

事業主も既に死亡していることから、確認することはできないものの、申立

人の厚生年金保険被保険者記録における資格喪失日が雇用保険の加入記録に

おける離職日の翌日の昭和 58 年３月１日となっており、公共職業安定所及び

社会保険事務所の双方が誤って記録したとは考え難いことから、事業主が同

日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年３月から同年 10 月までの厚生年金保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



福島厚生年金 事案 1252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 45 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年６月１日から同年７月１日まで 

私がＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険被保険者記録

が無い。申立期間当時、同社（本社）から同社Ｃ支店に異動した経緯はあ

ったが、勤務は継続しており、厚生年金保険料が給与から控除されていた

はずなので、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録、Ｂ社の回答及び複数の同僚の記憶等に

より、申立人は、申立てに係る事業所に継続して勤務し（Ａ社から同社Ｃ支

店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

なお、社員名簿によれば、申立人は、昭和 45 年５月にはＡ社に、46 年６

月には同社Ｃ支店に在籍していることが確認できる上、同僚は、「昭和 45 年

６月か同年７月には、申立人と一緒にＡ社Ｃ支店Ｄ作業所に勤務してい

た。」と述べていることから、申立人の同社Ｃ支店における資格取得日を、

同社における資格喪失日と同日の 45年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における

昭和 45 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とするこ

とが妥当である。 



なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



福島厚生年金 事案 1254 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、Ａ社Ｂ工場における申立人の資格取得日は昭和

19 年 10 月１日、資格喪失日は 20 年９月 15 日であると認められることから、

当該期間に係る厚生年金保険被保険者資格取得日及び資格喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、50 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年６月１日から 20年９月頃まで 

私は、昭和 17 年４月にＡ社Ｂ工場に入社し勤務していたが、19 年 12 月

頃にＣ県の同社Ｄ工場に異動した。終戦後の 20 年９月頃までＥ課の事務職

として継続して勤務していた。勤務していたことは間違いないので、申立

期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿に、申立人が昭和 19 年６月１

日に被保険者資格を取得した旨が記載されている。 

また、申立人は、「会社の事務所で玉音放送を聞いた。その後間もなく、

退職する旨を上司に伝え、数週間のうちに仕事の引継ぎを済ませて退職し

た。」と述べているところ、同僚も同様に述べている。 

さらに、申立人が、「会社の付近で爆撃があり、Ｅ課の前に設営された防

空壕に逃げ込んだ記憶がある。」と述べているところ、当時の記録によれば、

昭和 20 年７月にＦ市（現在は、Ｇ市）Ｈ地区に対して爆撃が行われたことが

確認できる。 

これらのことから、申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務していたこ

とが認められる。 

一方、Ａ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿及び申立人に係る厚生

年金保険被保険者台帳には、前述のとおり、申立人が昭和 19 年６月１日に同

社同工場において被保険者資格を取得した旨が記載されているものの、当該



被保険者名簿及び被保険者台帳のいずれにおいても、資格喪失日が記載され

ていないことが確認できるが、年金事務所では、資格喪失日の記載が無い理

由については不明としている。 

また、Ａ社は、「在籍者については、当然、その者に係る厚生年金保険料

の納付は行っていた。」としている。 

さらに、申立人は、「昭和 19 年 12 月頃にＡ社Ｂ工場から同社Ｄ工場へと

異動した。」と述べているところ、Ａ社Ｄ工場の複数の同僚は、「多数の者

が、Ａ社Ｂ工場から同社Ｄ工場に異動してきた。」と述べており、そのうち

の一人は、「私の上司は、昭和 19 年６月１日より前にＡ社Ｂ工場から同社Ｄ

工場に異動してきており、申立期間当時は、同社Ｄ工場に勤務していた。」

と述べているにもかかわらず、当該上司は、同社Ｂ工場において昭和 19 年６

月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる上、Ｉ県で払い出さ

れた被保険者台帳記号番号の記録は、同社Ｄ工場に係る厚生年金保険被保険

者名簿にはほとんど記載されていない。 

これらのことから、申立人については、Ａ社Ｄ工場に異動後も、同社Ｂ工

場において被保険者資格が継続していたと考えることが自然である。 

また、Ａ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の被

保険者記録が確認できる前後 21 頁に記載された同僚のうち、昭和 20 年８月

15 日から同年９月 14 日までの期間において資格喪失している者は確認でき

ない上、被保険者台帳の資格喪失理由欄に「終戦」と記載されている複数の

同僚については、資格喪失日が同年９月 15 日と記載されていることが確認で

きる。 

一方、申立期間のうち、昭和 19 年６月１日から同年 10 月１日までの期間

については、厚生年金保険制度発足前の準備期間であるため厚生年金保険料

の徴収は行われていない期間であり、被保険者期間に算入される期間には該

当しないことから、申立人が当該期間において厚生年金保険被保険者であっ

たと認めることはできない。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日は

昭和 19年 10月１日、資格喪失日は 20年９月 15日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、前述の被保険者名簿及び被保

険者台帳における申立人の記録から、50円とすることが妥当である。 



福島国民年金 事案 752 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成元年３月まで 

私は、昭和 58 年３月に会社を退職してから国民年金保険料を納付してい

たはずであるが、申立期間が未納となっている。申立期間当時、国民年金

保険料を、毎年度、金融機関で前納していたので、申立期間を納付済期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 36か月と長期である。 

また、申立人は、昭和 54 年２月から 55 年３月までの期間が、国民年金と

厚生年金保険との重複加入となっていることを知り、同年４月頃にＡ市役所

Ｂ支所（現在は、Ｃセンター）で国民年金被保険者資格喪失の手続を行った

としているが、当該重複期間の国民年金保険料は平成 17 年５月 31 日に還付

されたことが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を、毎年度、金融機関で前

納していたと主張しているが、納付していた金融機関名及び納付金額等を記

憶していない上、オンライン記録で前納が確認できるのは平成 21 年６月以降

である。 

加えて、申立人が、申立期間について国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年

金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連事情、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島国民年金 事案 754 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年 10 月から 57年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年 10月から 57年３月まで 

私は、市役所の窓口で父の高額医療の手続時に国民年金の説明を受け、

昭和 55年又は 56年頃に国民年金の加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料は、加入手続を行った市役所の窓口で、最初

に、加入手続が遅くなったことによる過去の分として３万円から４万円程

度を納付し、その後は、一回当たり数か月分ずつを納付し、それを数回繰

り返した。 

それにもかかわらず、国民年金の加入期間が全て未納となっているのは

おかしいので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金保険料を市役所の窓口で納付していたとしているもの

の、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人と連続して国民年金手帳記号

番号を払い出されている者の記録から、昭和 56 年５月以降に払い出されたも

のと推認でき、この時点で、申立期間の一部は過年度保険料となることから、

市役所の窓口で納付することはできない上、別の国民年金手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、加入手続が遅くなったことによる過去の分の国民年金保

険料として３万円から４万円程度を納付したとしているものの、当該納付時

期を記憶しておらず、仮に、前述の払出時点で納付した場合の過年度保険料

額は６万 5,040 円となり、金額が一致しない上、その後数か月分ずつの国民

年金保険料を数回納付したとする際の金額についても、申立人の記憶は定か

ではない。 

さらに、申立人が、申立期間について国民年金保険料を納付していたこと



を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年

金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島国民年金 事案 755 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年 10 月から 41年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月から 41年３月まで 

私の国民年金保険料は、昭和 38年 10月から 40年２月までは父が、結婚

後の同年３月から 41 年３月までは義父が、それぞれ納税組合を通じて納付

していた。 

申立期間が未納となっているのはおかしいので、調査の上、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、父及び義父が申立期間の国民年金保険料を納付していたと述べ

ているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人と連続して国民年

金手帳記号番号を払い出されている任意加入者の資格取得日から、昭和 41 年

４月以降に払い出されたものと推認でき、この時点で、申立期間の一部の国

民年金保険料は時効により納付することはできない。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付場所を納税組合と述べ

ているところ、申立人に係る特殊台帳には、昭和 40 年度の摘要欄に「カード

作成」の記載があり、昭和 38年 10月から 41年３月までの各月別欄には「届

出前消滅」又は「時効消滅」の記載があることから、過年度納付書が発行さ

れたものの、未納のままとなっていたことから時効となったと考えられる上、

納税組合において過年度保険料を納付することはできない。 

さらに、申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付に関与しておら

ず、申立人に代わって国民年金保険料を納付していたとする申立人の父及び

義父は既に亡くなっていることから、当時の具体的な状況を確認することが

できない。 

加えて、申立期間当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ



とをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が、申立期間について国民

年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに申立期間の国民年金保険料が納付されていたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島国民年金 事案 756 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年７月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年７月から 47年３月まで 

申立期間当時、私は学生であったが、父が国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付していた。 

申立期間が未加入期間となっているのはおかしいので、調査の上、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金手帳（昭和 49年 11月 12日発行）及び申立人に

係る特殊台帳には、申立人が昭和 49年 10 月 12日に国民年金被保険者資格を

取得したことが記載されており、申立期間は未加入期間として処理されてい

ることが確認できることから、国民年金保険料の納付書は発行されず、申立

期間の国民年金保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立期間当時、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人が、申立期間について国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年

金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島国民年金 事案 757 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年４月から 47年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 47年 10月まで 

申立期間当時、私は、サラリーマンの妻であったが、元夫と国民年金に

加入していた方がよいと話した記憶がある。昭和 46 年＊月に長男を出産し、

元夫が長男の出生届を提出した際に、私の国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を納付していたものと思うので、調査の上、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る特殊台帳、現在の居住地であるＡ市の国民年金被保険者名簿

及びオンライン記録には、いずれも、申立人が昭和 47 年 11 月１日に任意加

入したことが記載されており、申立期間は未加入期間として処理されている

ことが確認できることから、国民年金保険料の納付書は発行されず、申立期

間の国民年金保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人は、申立期間当時、厚生年金保険被保険者の配偶者であり、

昭和 46 年＊月に長男が出生し、元夫が同年＊月に出生届を提出したことも確

認できるものの、その当時、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情は見当たらない上、任意加入については、「そ

の申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。」とされており、

同年４月に遡って被保険者資格を取得することはできない。 

さらに、申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険

料の納付に関与しておらず、申立人に代わって加入手続及び国民年金保険料

の納付を行っていたとする申立人の元夫は既に亡くなっていることから、当

時の具体的な状況を確認することができない。 

加えて、申立人が、申立期間について国民年金保険料を納付していたこと



を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年

金保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



福島厚生年金 事案 1238 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32年 10月１日から 33年４月１日まで 

② 昭和 58年 11月 28日から 59年７月 20日まで 

③ 昭和 60年９月 18日から 61年４月 11日まで 

④ 昭和 61年５月 30日から 62年２月 10日まで 

⑤ 昭和 62年 10月 10日から 63年３月 31日まで 

⑥ 平成元年６月 19日から２年３月 31日まで 

⑦ 平成４年７月 31日から５年７月 31日まで 

⑧ 平成６年４月１日から７年 12月 17日まで 

申立期間①はＡ社（現在は、Ｂ社）に臨時雇用員として、申立期間②は

Ｃ社に季節労働者として、申立期間③、⑤及び⑥はＤ社に季節労働者とし

て、申立期間④はＥ社に派遣職員として、申立期間⑦はＦ社に正社員とし

て、申立期間⑧はＧ社に正社員として、それぞれ勤務していた。 

勤務していたことは間違いないので、申立期間について、厚生年金保険

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ｂ社が保管する申立人に係る人事台帳により、申

立人が、当該期間において、臨時雇用員としてＡ社に勤務していたことは確

認できる。 

しかしながら、Ｂ社では、当時の賃金台帳等の資料を保管していないため、

当該期間に係る申立人の厚生年金保険料の控除については不明であるとして

いる。 

また、オンライン記録によれば、Ａ社は昭和 33 年４月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、当該期間は適用事業所ではないことが確認でき



る。 

さらに、申立人は、当時、申立人と同様に臨時雇用員として勤務していた

同僚の氏名を記憶しておらず、それらの者から申立人の当該期間に係る厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

申立期間②については、申立人に係る雇用保険の加入記録により、申立人

が、当該期間において、Ｃ社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ｃ社は既に解散しており、当該期間に係る申立人の勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、オンライン記録によれば、Ｃ社は平成２年６月１日に適用事業所と

なっており、当該期間は適用事業所ではないことが確認できることから、申

立人が一緒に勤務していたとする同僚についても、当該期間に係る厚生年金

保険被保険者記録は見当たらない上、同社の商業登記簿謄本で確認できる当

時の事業主及び役員は、当該期間に国民年金に加入し国民年金保険料を納付

していることが確認できる。 

申立期間③、⑤及び⑥については、申立人に係る雇用保険の加入記録及び

複数の同僚の記憶により、申立人が、当該期間において、Ｄ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかしながら、Ｄ社の元事業主は、当時の資料を保管していないため、当

該期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明で

あるとしている。 

また、複数の同僚は、「申立人は、季節労働者として勤務していた。」、

「厚生年金保険を含む社会保険の加入は正社員のみであり、季節労働者につ

いては加入させていなかった。」と述べているところ、申立人が記憶する季

節労働者の同僚についても、Ｄ社における厚生年金保険被保険者記録は見当

たらないことから、同社では、季節労働者について厚生年金保険に加入させ

る取扱いではなかったことがうかがわれる。 

申立期間④については、申立人に係る雇用保険の加入記録により、申立人

が、当該期間において、Ｅ社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ｅ社は既に解散しており、当該期間に係る申立人の勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｅ社の元役員及び総務・経理を担当していた同僚は、「派遣職員は、

短期間で退職してしまう者が多かったことから、入社後すぐに厚生年金保険

に加入させることは無く、一定期間経過後に加入させていた。」と述べてい

る。 

さらに、複数の同僚は、「入社してからしばらくの間は、厚生年金保険に

加入していなかった。」と述べているところ、オンライン記録によれば、当

該複数の同僚の資格取得日は、それぞれが記憶する入社時期の４か月から１

年６か月後となっていることが確認できることから、Ｅ社では、必ずしも全



ての従業員について入社後直ちに厚生年金保険に加入させる取扱いではなか

ったことがうかがわれる。 

申立期間⑦については、Ｆ社の回答書及び申立人に係る雇用保険の加入記

録により、申立人が、当該期間において、同社に勤務していたことは確認で

きる。 

しかしながら、Ｆ社が保管する申立人に係る賃金台帳によれば、申立人の

給与から控除されているのは雇用保険料のみであり、厚生年金保険料は控除

されていないことが確認できる上、同社の事業主は、「申立人については、

当初から長期雇用の予定は無かったので、厚生年金保険には加入させていな

い。」としている。 

また、申立人が一緒に勤務していたとする同僚についても、Ｆ社における

厚生年金保険被保険者記録が見当たらない者が複数確認できることから、当

時、同社では、必ずしも全ての従業員について厚生年金保険に加入させる取

扱いではなかったことがうかがわれる。 

申立期間⑧については、Ｇ社の回答書及び申立人に係る雇用保険の加入記

録により、申立人が、当該期間において、同社に勤務していたことは確認で

きる。 

しかしながら、Ｇ社の事業主は、「当時は、従業員の希望を確認し、希望

があれば厚生年金保険に加入させる取扱いをしていた。」、「申立人につい

ては、厚生年金保険に加入させておらず、厚生年金保険料も控除していな

い。」としている。 

また、当時、業務部長であった同僚も、「当時は、従業員の希望により、

厚生年金保険に加入させていた。」と述べている上、申立人が一緒に勤務し

ていたとする同僚についても、Ｇ社における厚生年金保険被保険者記録は見

当たらないことから、当時、同社では、必ずしも全ての従業員について厚生

年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1239 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年３月９日から同年７月頃まで 

私は、昭和 46年 12月１日から、結婚してＡ市に転居する 47年７月頃ま

でＢ社に勤務していたので、同社の厚生年金保険被保険者資格喪失日が、

同年３月９日となっていることに納得できない。勤務中は同社のＣ業務を

担当し、業務内容に変化も無く継続して勤務していたはずなので、申立期

間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に近接する時期にＢ社に勤務していた同僚の記憶から、勤務期間

を特定することはできないものの、申立人が、同社に勤務していたことは推

認できる。 

しかしながら、申立人は、結婚してＡ市に転居する昭和 47 年７月頃まで、

元妻と一緒に勤務していたと述べているが、オンライン記録によれば、申立

人の元妻は、申立人と同じ同年３月９日に被保険者資格を喪失していること

が確認できる。 

また、前述の同僚のうちの一人は、Ｂ社では、夫婦で一緒に勤務する者が

多かったと記憶しており、オンライン記録によれば、同社において、昭和 46

年 10 月から 48 年８月までに夫婦で被保険者資格を取得したとみられる加入

記録は、申立人を含め７組確認できるが、全て夫婦で資格取得日と資格喪失

日が一致している。 

さらに、申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての申立人の記憶は

定かではなく、このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を

うかがわせる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1243 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58年４月１日から同年 10月 22日まで 

私は、昭和 58 年４月１日から常勤職員としてＡ事業所に勤務していたに

もかかわらず、申立期間における厚生年金保険被保険者記録が無い。 

給与から厚生年金保険料が控除されていたはずであり、厚生年金保険被

保険者記録が無いことに納得できないので、申立期間について、被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された申立期間に係る辞令書３通、Ａ事業所から提出され

た申立人に係る履歴書及び同僚の記憶により、申立人が、申立期間において、

常勤職員として同事業所に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、前述の辞令書に記載されている申立人の任用期間は、昭和

58 年４月１日から同年８月 21 日までの期間（昭和 58 年４月１日発令）、同

年８月 22日から同年 10月 21日までの期間（昭和 58年８月 22日発令）及び

同年 10月 22日から 59年３月 21日までの期間（昭和 58年 10 月 22日発令）

であることが確認できるところ、Ｂ社では、一つの発令による任用期間が６

か月以上である常勤職員については共済組合に加入させていたが、任用期間

が６か月未満である常勤職員については厚生年金保険に加入させていたか否

か不明であるとしている。 

また、申立期間当時の事務手続を知る職員は、申立期間当時、任用期間が

６か月未満である常勤職員については、季節労働者に準じた取扱いをしてお

り、厚生年金保険に加入させていなかったと思われると述べているところ、

Ｂ社の回答により、昭和 58 年度に任用期間が６か月未満でＡ事業所に勤務し

たことが確認できる複数の常勤職員については、同事業所における厚生年金



保険被保険者記録は見当たらない。 

なお、Ｃ共済組合によれば、申立人は、申立期間後の昭和 58年 10 月 22日

から 59 年３月 22 日まで同共済組合に加入していたことが確認できるところ、

同共済組合では、任用期間については、被保険者資格を取得した日の属する

月から喪失した日の属する月までを計算するとしていることから、当該期間

について、申立人を共済組合員とする取扱いが行われたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1244 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61年５月 22日から同年 10月１日まで 

私は、申立期間を含む昭和 52年２月１日から平成 15年８月 12日までの

期間に、Ａ事業所に継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間の厚

生年金保険被保険者記録が無いことに納得できないので、申立期間につい

て、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録及び複数の同僚の記憶により、申立人は、

申立期間において、Ａ事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

しかしながら、オンライン記録によれば、個人事業所であるＡ事業所は昭

和 61 年５月 22 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなり、その後、事業主

を変更し、同年 10 月１日に再度、適用事業所となっていることから、申立期

間は適用事業所ではないことが確認できる。 

また、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立

人を含む被保険者８人全員が、申立人と同様に、昭和 61 年５月 22 日に同事

業所（事業主：Ｂ氏）において厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同年 10

月１日に同事業所が事業主を変更した後のＣ事業所（事業主：Ｄ氏）におい

て被保険者資格を再取得していることが確認できる上、このうちの一人は、

同年５月 22 日に国民年金被保険者資格を取得し、同年 10 月１日に喪失した

ことが確認できる。 

さらに、Ａ事業所自体は、平成 15 年８月 12 日に適用事業所でなくなった

以降の後継事業所も無い上、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、申

立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認することはできな

い。 



このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1245 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30年 10月１日から 35年６月頃まで 

私は、申立期間当時、Ａ社の研究室に勤務していた。25 歳の昭和 35 年

６月頃、同社の事業主に、Ｂ社に書類を届ける際、化粧して行くように言

われ、同研究室の同僚から化粧品を借りて初めて化粧した記憶があるので、

申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、複数の写真を提出して、申立期間にＡ社の研究室に勤務してい

たと述べているものの、複数の同僚に照会しても、申立期間に係る申立人の

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び回答を

得ることはできなかった。 

また、Ａ社が保管する申立人に係る社会保険基本台帳には、「資格取得年

月日：昭和 30 年２月 14 日、昭 30.10.１喪失」と記載されており、当該記録

はオンライン記録とも一致している。 

さらに、申立人は、「研究室にＣという姓の者は、私以外にいなかっ

た。」と述べているところ、同僚から提出された「Ａ社史」（発行：Ａ社）

には、昭和 30 年に助手として採用された申立人の旧姓と同姓の者が、病気の

ため同年８月に退職した旨の記述が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1246 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 49年７月 26日から同年９月２日まで 

② 昭和 49年 11月 26日から 50年３月 24日まで 

申立期間①について、私は、Ａ事業所（以下「Ａ」という。）の本部か

らＢ事業所（以下「Ｂ」という。）に移ったものの、これらの事業所は実

質的には同一であり、私は継続して勤務していた。Ｂが解散したにせよ、

Ａに戻るまでの間の申立期間①には、これらの事業所のどちらかで厚生年

金保険に加入していたはずであり、被保険者記録に空白期間があるとは全

く考えられない。 

また、申立期間②について、私が、Ｃ社の採用面接の際に厚生年金保険

料等について念を押したところ、「手続を急がせるので、それまで病気等

にならないよう気を付けてください。」と言われた上、同社を辞めるとき

に、上司から辞めないよう説得された記憶もあるので、厚生年金保険に加

入していない記録となっていることは納得できない。 

申立期間①及び②について、それぞれ厚生年金保険被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、Ｂ又はＡに勤務していたと申し立てて

いる。 

しかしながら、Ｂ及びＡの複数の同僚に照会しても、申立人のＢの採用日

及び退職日並びにＡの再採用日を特定することはできず、申立期間①に係る

申立人の勤務実態について確認することはできない。 

また、Ｂは、平成６年１月 16 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いる上、当時の事業主に照会しても、申立期間①に係る申立人の勤務実態及



び厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び回答を得ることは

できなかった。 

さらに、Ａは、昭和 62 年７月 31 日に適用事業所でなくなっている上、当

時の事業主は既に死亡しており、申立期間①に係る申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認することはできない。 

申立期間②については、申立人は、Ｃ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｃ社の従業員は、｢私は、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所

であった全期間について勤務していたが、女性の従業員はいなかった。申立

人は、同社の関連会社であるＤ社の従業員ではないか。｣と述べている。 

また、Ｄ社の従業員は、「会社には２か月間の試用期間があり、その間は

厚生年金保険に加入していなかった。」と述べているところ、複数の同僚は、

自身が記憶する入社日の約２か月後に被保険者資格を取得していることが確

認できる。 

さらに、申立人は、Ｃ社を辞めるときに、辞めないよう自分を説得したと

する上司の氏名を記憶しているところ、Ｃ社及びＤ社において、当該上司が

被保険者となった記録は見当たらない。 

加えて、Ｃ社は昭和 50 年８月 16 日に、Ｄ社は平成 20 年４月 25 日に適用

事業所でなくなっている上、両社の申立期間当時の事業主は既に死亡してお

り、申立期間②に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1247 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 19年１月 31日から同年 11月１日まで 

私は、昭和 19 年 11 月に入隊するまで、Ａ社でＢ業務に従事していたに

もかかわらず、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。 

申立期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 19 年 11 月に入隊するまで、Ａ社に勤務していた。」と

述べているが、Ｃ県から提出された軍歴証明書には、申立人が昭和 19 年 11

月 25 日に入営したことが記載されているのみであり、Ａ社の退職日を確認す

ることはできない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の資格

喪失日は、昭和 19 年１月 31 日と記載されており、当該資格喪失日はオンラ

イン記録と一致している。 

さらに、申立人が申立期間の同僚として記憶している二人のうちの一人は、

申立期間より前の昭和 18 年に死亡している上、申立期間の被保険者記録があ

る別の一人も既に死亡しており、申立期間に係る申立人の勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について確認することはできない。 

加えて、前述の被保険者名簿により、申立人と同じ昭和 17 年２月１日に被

保険者資格を取得したと記録されている 100 人のうち、連絡先が分かった７

人に照会したところ、５人から回答は得られたものの、当該回答によって、

申立期間に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認す

ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1248 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年７月１日から 34年３月２日まで 

私は、昭和 33 年７月１日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社したにもかかわ

らず、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。 

申立期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の記憶から、勤務期間は特定できないものの、申立人が、Ａ社に勤務

していたことは推認できる。 

しかしながら、申立期間当時の事業主及び上司は、「当時は試用期間があ

り、全員が入社日と厚生年金保険被保険者資格取得日は一致していないはず

である。」と述べており、複数の同僚も、「自らの入社日と厚生年金保険被

保険者資格取得日は一致していない。」と述べている。 

また、前述の同僚のうち、申立期間以前の昭和 32 年２月頃にＡ社に入社し、

申立人と同じ業務に従事していたとする同僚は、33 年７月３日に被保険者資

格を取得していることが確認できることから、同社では、入社と同時に被保

険者資格を取得させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

さらに、Ｂ社の事業主に照会しても、申立人の申立期間に係る厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び回答を得ることはできなかった。 

加えて、申立期間に係る厚生年金保険料の控除についての申立人の記憶は

定かではなく、このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除を

うかがわせる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年１月 19日から同年９月１日まで 

私は、申立期間を含む昭和 45 年１月 19 日から 46 年３月 29 日まで、臨

時職員としてＡ社に継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間の厚

生年金保険被保険者記録が無いことに納得できないので、申立期間につい

て、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された人事記録及び申立人と一緒に勤務していた同僚の記

憶により、申立人が、申立期間において、臨時職員としてＡ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかしながら、事業所番号等索引簿によれば、Ａ社は、昭和 44 年 10 月１

日に一旦、厚生年金保険の適用事業所でなくなった後、45 年９月１日に再度、

適用事業所となっていることから、申立期間は適用事業所ではないことが確

認できる。 

また、申立人が上司として名前を挙げた者に照会しても、申立人の申立期

間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び回答を得る

ことはできなかった。 

さらに、申立期間当時、臨時職員としてＡ社に勤務していたとする複数の

同僚は、申立人と同日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確

認できる。 

加えて、前述の同僚の一人は、申立期間において国民年金に加入し、国民

年金保険料を納付していたことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 12月 31日から 42年５月 11日まで 

② 昭和 57年１月 22日から同年５月 28日まで 

申立期間①については、私の所持する船員手帳に昭和 41 年８月１日から

42 年５月 10 日までの期間に、船舶所有者ＡのＢ船舶に乗船した記録があ

るにもかかわらず、船員保険被保険者記録は、41 年８月１日から同年 12

月 31 日までの記録のみで、申立期間①の同船舶における被保険者記録が無

いことに納得できない。 

また、申立期間②については、船員手帳に昭和 57 年１月 22 日から同年

５月 27 日までの期間に、Ｃ社のＤ船舶に乗船した記録があるにもかかわら

ず、船員保険被保険者記録が無いことに納得できない。 

申立期間について、船員保険被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出された船員手帳により、申立人は、

Ｂ船舶の甲板員として、昭和 41 年８月１日に船舶所有者Ａに雇い入れられ、

42年５月 10日に雇い止めされたことが確認できる。 

しかしながら、同僚の一人は、「自分は、正月は自宅で過ごしていた。」

と述べている上、Ｂ船舶に係る船員保険被保険者名簿によれば、同僚 15 人に

ついて、申立期間①のうち、昭和 41 年 12 月 31 日から 42 年１月５日までの

期間において船員保険被保険者となっている者は確認できない上、同僚から

提出された船員手帳に記載されている雇入日及び雇止日は、当該同僚の船員

保険被保険者記録と一致していない。 



また、事業主は既に廃業している上、現在の連絡先は不明であり、申立期

間①に係る申立人の勤務実態及び船員保険料の控除について確認することは

できない上、複数の同僚に照会しても、申立期間①に係る申立人の勤務実態

及び船員保険料の控除について確認できる関連資料及び回答を得ることはで

きなかった。 

申立期間②については、申立人から提出された船員手帳により、申立人は、

Ｄ船舶の甲板員として、昭和 57 年１月 22 日にＣ社に雇い入れられ、同年５

月 27日に雇い止めされたことが確認できる。 

しかしながら、申立期間②当時のＣ社の役員は、「申立期間②当時、船員

手帳に乗船の記載があるからといって、必ずしも乗船していたわけではなく、

諸事情により乗船していない者もいた。実際に乗船している船員については、

船員保険に加入させていた。」と述べている。 

また、複数の同僚から提出された船員手帳に記載されている雇入日及び雇

止日は、当該同僚の船員保険被保険者記録と一致していない。 

さらに、Ｃ社は、適用事業所でなくなっている上、当時の事業主は既に死

亡しており、申立期間②に係る申立人の勤務実態及び船員保険料の控除につ

いて確認することはできない上、複数の同僚に照会しても、申立期間②に係

る申立人の勤務実態及び船員保険料の控除について確認できる関連資料及び

回答を得ることはできなかった。 

なお、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法において海上労働の特殊性を

考慮し、労働者保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り込む前に行政庁

があらかじめその労働条件の適法性等を確認するために設けている労働契約

の公認制度であり、船員手帳の記載と船員保険の手続は一体のものではなく、

必ずしも船員手帳の乗船記録と船員保険被保険者資格得喪日とが一致するも

のではない。 

このほか、申立人の申立期間に係る船員保険料の控除をうかがわせる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



福島厚生年金 事案 1253 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年４月１日から同年７月７日まで 

私は、昭和 52 年４月にＡ社（現在は、Ｂ社）に採用され、63 年８月に

退職するまで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間が厚生年金

保険被保険者期間から欠落している。申立期間について、被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の加入記録によれば、申立人が、申立期間の一部を

含む昭和 52 年４月１日から 60 年４月６日までの期間及び同年５月７日から

63 年８月 31 日までの期間において、加入していることは確認できるものの、

申立期間のうち、60 年４月７日から同年５月６日までの期間に係る加入記録

は無い。 

また、申立人の夫が加入するＣ組合によれば、申立人は、申立期間のうち、

昭和 60 年４月１日から同年６月 16 日までの期間について、夫の健康保険の

被扶養者となっていることが確認できる。 

さらに、Ｂ社から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確

認通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報

酬決定通知書」に記載された申立人の資格喪失日（昭和 60 年４月１日）及び

資格取得日（昭和 60 年７月７日）は、申立人の健康保険厚生年金保険被保険

者原票及びオンライン記録と一致している。 

加えて、複数の同僚に照会しても、申立期間に係る申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料の控除について確認できる関係資料及び回答を得ることがで

きなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる



関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


